
報告第１３号 

 

事故繰越しの繰越しについて 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定に

より、避けがたい事故繰越しの繰越しについて、別紙計算書のとおり報告する。 

平成２３年６月１０日提出 

市川市長  大 久 保  博    



支 出 済 額 支出未済額

円 円 円 円

排水施設整備事業 83,254,500 34,503,000 48,751,500 0

公民館新設事業 151,971,750 33,430,000 118,541,750 0
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事　故　繰　越　し　繰　越　計　算　書

国県支出金 地　方　債 　そ　の　他　

円 円 円 円 円 円

48,751,500 0 0 36,500,000 0 12,251,500

118,541,750 0 0 84,000,000 0 34,541,750

平成23年3月11日に
発生した震災の影響
により、人員、資機材
および燃料の調達等
に支障が生じ、年度内
の完成が困難となった
ことから、事故繰越しと
なるもの。

平成23年3月11日に
発生した震災の影響
を受けて、発注してい
た建設部材が被災地
にある倉庫･製作工場
であったことから物流
の混乱により納品に遅
延が生じ、年度内の完
成が困難となったこと
から、事故繰越しとな
るもの。

説　　　　　明未   収   入   特   定   財   源

一 般 財 源

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既 収 入
特 定 財 源

翌 年 度
繰 越 額


